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平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

第
三
千
九
百
三
十
号

増

刊

①

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
四
十
九
号
）

○
福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
障
が
い
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福

　

岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則�

（
福
祉
総
務
課
）
…
…
…
…
…
二

○
九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則�

（
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則�

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則�

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行

　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
医
療
指
導
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
高
齢
者
等
保
健
福
祉
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則�

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
精
神
障
害
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
ふ
ぐ
取
扱
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
四

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則�

（
薬　

務　

課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則�

（
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
福
祉
総
務
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則�

（
文
化
振
興
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
立
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
文
化
振
興
課
）
…
…
…
…
…
六

　

福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

　

福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

②
原
因
と
な
っ
た

疾
病
・
外
傷
名

交
通、

労
災、

そ
の
他
の
事
故、

戦
傷、

戦
災、

疾
病、

先
天
性、

そ
の
他

（

　

）

②
原
因
と
な
っ
た

疾
病
・
外
傷
名

交
通、

労
災、

そ
の
他
の
事
故、

戦
傷、

戦
災、

自
然
災
害、

疾
病、

先
天
性、

そ
の
他

（

　

）
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タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総

　
　
　

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
五
号
中
「
身
体
障
害
者
、
」
を
「
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
、
」
に
改
め
、
同
号
の
表
障
害

の
区
分
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
七
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
五
条
第
六
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る

。
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン

８
身
体
活
動
能
力

（運
動
強
度

）

（

　
　
　
　
　
メ
ッ
ツ

）

８
身
体
活
動
能
力

（運
動
強
度

）

（

　
　
　
　
　
メ
ッ
ツ

）

９
植
込
型
除
細
動
器

（Ｉ
Ｃ
Ｄ

）作
動
の
有
無

（

　

��　
有
・
無　
　

）

両
心
室　

　

　
　
　

（Ｃ
Ｒ
Ｔ
－
Ｄ

）作
動
の
有
無

（

　

��　
有
・
無　
　

）

血
清
ナ
ト
リ
ウ
ム
濃
度　
　
　
　
　

��　
m
Eq

／ℓ
血
清
ク
ロ

ール
濃
度　
　
　
　
　

��　
m
Eq

／ℓ
血
清
カ
ル
シ
ウ
ム
濃
度　
　
　
　
　

��　
m
Eq

／ℓ

血
清
ナ
ト
リ
ウ
ム
濃
度　
　
　
　
　

��　
m
Eq

／ℓ
血
清
ク
ロ

ール
濃
度　
　
　
　
　

��　
m
Eq

／ℓ
血
清
カ
ル
シ
ウ
ム
濃
度　
　
　
　
　

��　
m
g

／dℓ

障
が
い
の
区
分
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別

表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
名
を
い
う
。
）

障
が
い
の
程
度
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別

表
第
五
号
に
定
め
る
等
級
を
い
う
。
）

ペ
ー
シ
ン
グ

Ｎ
ａ　

��　
ｍ
Ｅ
ｑ

／ℓ

　

Ｋ　

��　　
ｍ
Ｅ
ｑ

／ℓ
Ｃ
ａ　

��　
ｍ
Ｅ
ｑ

／ℓ

　

Ｐ　

��　　
ｍ
Ｅ
ｑ

／ℓ
浮
腫

　
　

乏
尿

　
　

多
尿

　
　

脱
水

　
　

肺
う
っ
血

そ
の
他

（　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　

�　
　
　

）
Ｎ
ａ　

��　
ｍ
Ｅ
ｑ

／ℓ

　

Ｋ　

��　　
ｍ
Ｅ
ｑ

／ℓ
Ｃ
ａ　

��　
ｍ
g

／dℓ

　

Ｐ　

��　　
　
ｍ
g

／dℓ
浮
腫

　
　

乏
尿

　
　

多
尿

　
　

脱
水

　
　

肺
う
っ
血

そ
の
他

（　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　

�　
　
　

）

、、
、

、
、 、

、

、
、 、 、

、
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第
二
条
第
八
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　

る
規
則

　

福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
規
則

第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県

規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加

え
る
。

　

第
五
条
第
九
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
、
「
「

障
害
者
」
」
を
「
「
障
が
い
の
あ
る
人
」
」
に
、
「
当
該
障
害
者
」
を
「
当
該
障
が
い
の
あ
る
人
」
に

改
め
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
障
害
者
」
を
「
障
が
い
の
あ
る
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一
中
「
身
体
障
害
者
、
」
を
「
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
、
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　
　
　

す
る
規
則

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則

第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
四�

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「健

康
障
害

」
を
「健

康
障
が
い

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「

　
　
　
　
　
健
康
障
害

」
を
「

　
　
　
　
　
健
康
障
が
い

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
精
神
障
害
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
精
神
障
害
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
精
神
障
害
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
精
神
障
が
い
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則

　

第
二
条
第
一
号
中
「
精
神
障
害
者
」
を
「
精
神
障
が
い
の
あ
る
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
ふ
ぐ
取
扱
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「心

身
障
害

」
を
「心

身
障
が
い

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
高
齢
者
等
保
健
福
祉
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

福
岡
県
高
齢
者
等
保
健
福
祉
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
高
齢
者
等
保
健
福
祉
基
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
中
「
障
害
者
」
を
「
障
が
い
の
あ
る
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

ア
ル
コ
ー
ル

ア
ル
コ
ー
ル
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福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
七
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
障
害
者
」
を
「
障
が
い
者
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
第
四
号
中
「
障
害
者
福
祉
」
を
「
障
が
い
者
福
祉
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則　

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
、
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
」
を
「
、
障
が
い
者
福
祉
専
門
分
科
会
」
に
改
め

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
ふ
ぐ
取
扱
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
ふ
ぐ
取
扱
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号

　
　
　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
六
号
中

　

「聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
配
慮

」
を
「聴
覚
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
配
慮

」
に
、
「視

覚
障
害

者
に
対
す
る
配
慮

」
を
「視

覚
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
配
慮

」
に
、
「身

体
障
害
者
用
ト
イ
レ

」

を
「身

体
障
が
い
者
用
ト
イ
レ

」
に
、
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
勤
労
青
少
年
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　



第３９３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 29 年９月 29 日　金曜日 6

　

福
岡
県
立
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
六
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
」
を
「
障
が
い
者
福
祉
専
門
分
科
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

２　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
百
七
条
第
二
号
イ
⑶
中
「
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
」
を
「
障
が
い
者
福
祉
専
門
分
科
会
」
に

改
め
る
。

　

福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

　

福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
四
号
中
「
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
身
体
障
が
い
の
あ
る
人
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
立
あ
ま
ぎ
水
の
文
化
村
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　




